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　信用を得るのは難しいが、それ以前に実
在を信じてもらうこと自体が大変難しいプ
ロセスである。実在を信じてもらえなけれ
ば、その上にしか構築できない信用にまで
たどり着くことはできない。そして、信用
がなければビジネスを行うことは難しいだ
ろう。
　話し声が聞こえる範囲、手で触れること
のできる範囲であれば、実在を信じるかど
うかは自分を信じるかどうかの問題に還元
できる。自分の実在性を信じられない場合
はいずれにしろ何一つ信じられないだろう
から、大変ご苦労なことではあると思うが、
とりあえず脇に置いておこう。少なくとも、
仙人ではない人間が生きていくためにはア
トムの代謝というプロセスが必須であるこ
とはわかってるし、現時点で生きているの
であれば、出生からその時点までの期間に
おいて、生きるに足る程度の効率でアトム

の代謝が行われてきたわけだから、食べた
物に関連するアトムの実在は信じて良いだ
ろう。となると、食べた物に対して、食べ
た時に発生した五感のシグナルが実在を伝
えていたと仮定するのは自然である。それ
を拡張して、五感が認知できる対象は実在
すると考えても良いのではないか、という
のが人間の共通理解（もしくは共同幻想）
であろう。だから月は実在するだろうし、
星も実在するはずなのだ。一方で錯視や錯
誤というものもあり、この仮説が常に成り
立つわけではない、ということもご存知の
はず。認知のエラーは測定回数を増やすこ
とで相対的に影響を減らすことができるだ
ろうから、たった一瞬、一回起こったこと
以外については、大数の法則により安定し
た結果を出せる。というわけで、五感でリ
ーチできる範囲については、実在性を信じ
られるわけだ。

　さて、あそこに見えるあの物体は実在し
てると信じるとして、その人間のようにに
見えるモノが果たして本当に人間なのかど
うか、という「見てるものが考えてるもの
と等しいか」という点が問題になってくる。
幸いなことに人間は一種類しかいないから、
人間に見えて生き物であるなら、おそらく
人間であろう。動かないならパントマイマ
ーかマネキンであって、前者は人間でもあ
る。息をしてないなら、人形か死体であっ
て、後者は人間でもある。X-men世界のよ
うに、生物種としての人類に多様性がある
と、ここいら辺が問題になってくるわけだ
から、すんでのところでややこしさを回避
できている。
　こうして相手を人間と同定できると、あ
とは「で、誰？」という問題を解決しなけ
ればならない。残念ながら、人間は五感で
ぱっと照合できるようなユニーク IDがイン
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使えない状態になるでしょうから、行動の自由を取るか、便利さ
を取るかの判断が必要になります。もっとも、実際に使ってみな
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同意せざるを得ないということになるでしょう。その意味で、同
意表示が追いかけてくることになります。
　GDPR自体はEU領域のユーザーが対象ですが、インターネ
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バにもアクセスすることができます。というわけで同意を求める
バナーがざわ ... ざわ ... と増えてくる予感がします。
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ストールされていない。それでも以前に会
ったことのあるヒトであれば、今まで聞い
たことのある声や見たことのある顔、しぐ
さなどから、同定することができるかもし
れない。知らないかわからないなら、おそ
らく初見なのだろう。
　ここまでのプロセス、すなわち五感で感
知できて、人間の特徴を備えていて、知っ
ている人間と同定できて、初めて目の前に
いる人間がこれから行う行動がどういう範
囲に収まるかを想定することができる。こ
れがすなわち信用ということだ。自分が考
える、他人に対する行動の許容範囲を外れ
ることが容易に予想できる相手は「信用で
きない」だろうし、裏切るにしろ忠実に約
束を守るにしろ、自分が想像した通りの行
動を高確率で行うと予想できる相手は「信
用できる」ことになるだろう。そして、素
晴らしいことに、人間はここまでの一連の
プロセスを1秒未満の僅かな時間で演算可
能である。
　というわけで、サザエさんは目の前にい
る三河屋のサブちゃんを認識できたわけだ
が、ここでサブちゃんが話す新商品、例え
ばなんたらビールが実在することをどうや
ったら信じられるだろうか。話で出てきた
ものだし、まだ売られていない新商品であ
るから、五感で確認することはできない。
一方、サブちゃんは新製品が未来のある時
点以降実在することを頑なに信じているよ
うな物言いをしている。結局、サザエさん
がなんたらビールの実在を信じられるため
には、二つの条件、すなわち (1) サブちゃ
んはウソを言ってないこと、(2) サブちゃ
んがウソを言わない時、話の内容を信用で
きること、が満たされなければならない。
(2) については、今までの御用聞き履歴か
ら考えて充分高い確率で成立するだろう。
となると、問題は (1) をどうやって検証す

るか、という話になる。通常、ウソをビジ
ネスにしないかぎり、ウソを構築するコス
トはかけないだろうと思われるため、ゼロ
知識の状態であったとしても、論理整合性
を確認していくと、どこかで破綻が見つか
る可能性が高い。サザエさんは思いつく限
りの角度から、なんたらビールが実在する
としたら持っているであろう属性や機能な
どを確認していくことになる。一方、サブ
ちゃんがこれらすべての質問に破綻なく返
答できるのであれば、今現在のサザエさん
の力量では、なんたらビールが実在しない、
というエビデンスを入手することはできな
かったことになる。その場合、初めてなん
たらビールの実在すると信じるに足ること
になるだろう。
　一つ上の段階に行くと、見知らぬ電話番
号からかかってきた電話がサブちゃんと名
乗っていた場合、そいつの言うかんたらビ
ールが実在するかどうかをどうやったら信
じられるか、という問題になる。サブちゃ
んを同定する唯一の手がかりは声だけであ
り、こちらからの問いかけに対する反応の
仕方とか声の質、喋り方の特徴などから、
サブちゃんと言ってる相手が、三河屋のサ
ブちゃんかどうかを同定するしかない。た
またまサブちゃんが風邪をひいてたりする
と、特徴量が乏しくて同定できないかも知
れない。この場合、三河屋のサブちゃんで
あると名乗っているのであれば、逆にこち
らから電話すればよい。いつもの三河屋の
電話番号にかけて、同じと思われる声の人
間が電話に出るのであれば、おそらくはサ
ブちゃんなんだろう。あるいは外出中で、
連絡先として聞いた電話番号が先程のもの
と同じであるなら、やはりサブちゃんと考
えてよかろう。サブちゃんと同定さえでき
れば、かんたらビールの実在を信じるかど
うかは対面と同じプロセスで進めれば良い。

　問題は次の段階である。三河屋のサブち
ゃんと名乗る、見知らぬアドレスから、ほ
んにゃらビールの発売予約のメールが来た
場合、サザエさんはどうすべきであろうか。
　メールは差出人の個人的特徴を一切継承
しないため、電話のような形、すなわち五
感により相手を同定するプロセスは実行不
可能である。また、仮にある程度は手がか
りとなる情報が付与されていたとしても、
それらは容易にコピー可能なものでもある
わけで、特徴が一致するからと言って作成
者が差出人とは限らないし、そもそも差出
人が書かれたとおりのヒトかどうかもわか
らない。この状況を打破するためには、実
在を保証してくれる第三者が必要となる。
保証人を信用でき、保証人がこのメールの
差出人は差出人とされた実在するヒトから
来たものだ、と言い切ってくれれば、メー
ル差出人の真贋については悩む必要がなく
なる。あとはサブちゃんプロトコルで判断
可能だ。
　レガシーシステムの場合、この保証人が
役所だったり法人番号だったり公証人だっ
たりするわけだが、ネットの場合は証明書
の認証局ということになる。digicert とか
globalsign とかの、アレだ。SSL証明書
があれば、その認証局を信用できる程度に
証明書がついてるものの実在を信用できる。
逆に言えば、証明書がない状態で「ニセモ
ノにご用心」とか言われても、「待て、そも
そもお前誰だ？」でフィッシングサイト扱
いされて終わり。
　だからEVSSLがないサイト、スケキヨ
マスクのサブちゃん状態だと思うんですが
ねぇ。
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